
① 夫の年収 円 ① 妻の年収 円
（従業員として会社から”給与”を得ている） （従業員として会社から”給与”を得ている）

税金計算上、①から差し引くもの 税金計算上、①から差し引くもの

② 会社員に認められている一定の差引額 ▲ 円 ※速算表の値なので若干ズレあり ② 会社員に認められている一定の差引額 ▲ 円 ※速算表の値なので若干ズレあり

（給与所得控除、といいます） （給与所得控除、といいます）
（ ①－②で合計所得金額95万円なので税の扶養範囲内）

③ 給与から引かれている健保や厚生年金 ▲ 円 ※概算なのでズレあり

（およその額）
③ 給与から引かれている健保や厚生年金 ▲ 円 ※概算なのでズレあり

④ 妻を扶養に入れていることによる控除額 ▲ 円 ※妻70歳未満と仮定 （およその額）
（配偶者控除）

④ 夫を扶養に入れていることによる控除額 ▲ 円 ※夫70歳未満と仮定

⑤ 誰にでもある控除額 （基礎控除） ▲ 円

税金計算のもとになる所得 円 ※千円未満切り捨て ⑤ 誰にでもある控除額 （基礎控除） ▲ 円

税金計算のもとになる所得 円 ※千円未満切り捨て

夫の所得税 円
夫の住民税 円
夫の社会保険 円 妻の所得税 円

計 円 妻の住民税 円
妻の社会保険 円

計 円

※ 上記試算結果はあくまで概算です。 ※ 上記試算結果はあくまで概算です。
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① 夫の年収 円 ① 妻の年収 円
（従業員として会社から”給与”を得ている） （従業員として会社から”給与”を得ている）

税金計算上、①から差し引くもの 税金計算上、①から差し引くもの

② 会社員に認められている一定の差引額 ▲ 円 ※速算表の値なので若干ズレあり ② 会社員に認められている一定の差引額 ▲ 円 ※速算表の値なので若干ズレあり

（給与所得控除、といいます） （給与所得控除、といいます）
（ ①－②で合計所得金額95万円なので税の扶養範囲内）

③ 給与から引かれている健保や厚生年金 ▲ 円 ※概算なのでズレあり

（およその額）
③ 給与から引かれている健保や厚生年金 ▲ 円 ※概算なのでズレあり

④ 妻を扶養に入れていることによる控除額 ▲ 円 ※妻70歳未満と仮定 （およその額）
（配偶者特別控除）

④ 夫を扶養に入れていることによる控除額 ▲ 円 ※夫70歳未満と仮定

⑤ 誰にでもある控除額 （基礎控除） ▲ 円

税金計算のもとになる所得 円 ※千円未満切り捨て ⑤ 誰にでもある控除額 （基礎控除） ▲ 円

税金計算のもとになる所得 円 ※千円未満切り捨て

夫の所得税 円
夫の住民税 円
夫の社会保険 円 妻の所得税 円

計 円 妻の住民税 円
妻の社会保険 円 （国保と国年なら約35万）

計 円 （国保と国年なら全体は約39万)

※ 上記試算結果はあくまで概算です。 ※ 上記試算結果はあくまで概算です。

夫側で増えた税金の負担 円 妻側で増えた税金の負担 円
夫側で増えた社保の負担 0 円 妻側で増えた社保の負担 円

妻、専業主婦 → 妻が年収１５０万円。 増えた収入 万円
税と社保 万円 (最大で）

トータルで 万円 の得。
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① 夫の年収 円 ① 妻の年収 円
（従業員として会社から”給与”を得ている） （従業員として会社から”給与”を得ている）

税金計算上、①から差し引くもの 税金計算上、①から差し引くもの

② 会社員に認められている一定の差引額 ▲ 円 ※速算表の値なので若干ズレあり ② 会社員に認められている一定の差引額 ▲ 円 ※速算表の値なので若干ズレあり

（給与所得控除、といいます） （給与所得控除、といいます）
（ ①－②で合計所得金額95～133万円なので税の扶養範囲から部分的に抜ける）

③ 給与から引かれている健保や厚生年金 ▲ 円 ※概算なのでズレあり

（およその額）
③ 給与から引かれている健保や厚生年金 ▲ 円 ※概算なのでズレあり

④ 妻を扶養に入れていることによる控除額 ▲ 円 ※妻70歳未満と仮定 （およその額）
（配偶者特別控除）

④ 夫を扶養に入れていることによる控除額 ▲ 円 ※夫70歳未満と仮定

⑤ 誰にでもある控除額 （基礎控除） ▲ 円

税金計算のもとになる所得 円 ※千円未満切り捨て ⑤ 誰にでもある控除額 （基礎控除） ▲ 円

税金計算のもとになる所得 円 ※千円未満切り捨て

夫の所得税 円
夫の住民税 円
夫の社会保険 円 妻の所得税 円

計 円 妻の住民税 円
妻の社会保険 円 （国保と国年なら約37万）

計 円 （国保と国年なら全体は約44万)

※ 上記試算結果はあくまで概算です。 ※ 上記試算結果はあくまで概算です。

夫側で増えた税金の負担 円 妻側で増えた税金の負担 円
夫側で増えた社保の負担 0 円 妻側で増えた社保の負担 円

妻、専業主婦 → 妻が年収１８０万円。 増えた収入 万円
税と社保 万円 (最大で）

トータルで 万円 の得。
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① 夫の年収 円 ① 妻の年収 円
（従業員として会社から”給与”を得ている） （従業員として会社から”給与”を得ている）

税金計算上、①から差し引くもの 税金計算上、①から差し引くもの

② 会社員に認められている一定の差引額 ▲ 円 ※速算表の値なので若干ズレあり ② 会社員に認められている一定の差引額 ▲ 円 ※速算表の値なので若干ズレあり

（給与所得控除、といいます） （給与所得控除、といいます）
（ ①－②で合計所得金額133万円超なので税の扶養範囲から完全に抜ける）

③ 給与から引かれている健保や厚生年金 ▲ 円 ※概算なのでズレあり

（およその額）
③ 給与から引かれている健保や厚生年金 ▲ 円 ※概算なのでズレあり

④ 妻を扶養に入れていることによる控除額 ▲ 円 ※妻70歳未満と仮定 （およその額）

④ 夫を扶養に入れていることによる控除額 ▲ 円 ※夫70歳未満と仮定

⑤ 誰にでもある控除額 （基礎控除） ▲ 円

税金計算のもとになる所得 円 ※千円未満切り捨て ⑤ 誰にでもある控除額 （基礎控除） ▲ 円

税金計算のもとになる所得 円 ※千円未満切り捨て

夫の所得税 円
夫の住民税 円
夫の社会保険 円 妻の所得税 円

計 円 妻の住民税 円
妻の社会保険 円 （国保と国年なら約48万）

計 円 （国保と国年なら全体は約65万)

※ 上記試算結果はあくまで概算です。 ※ 上記試算結果はあくまで概算です。

夫側で増えた税金の負担 円 妻側で増えた税金の負担 円
夫側で増えた社保の負担 0 円 妻側で増えた社保の負担 円

妻、専業主婦 → 妻が年収３００万円。 増えた収入 万円
税と社保 万円 (最大で）

トータルで 万円 の得。
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